
ジェネリック
医薬品のポイント

禁無断転載©東京法規出版

発　行

国保
令和6年2月8日発行

　ジェネリック医薬品（後発医薬品）は、新薬と同等の効能を持ち、新薬より安価な医薬品で
す。調剤にかかる費用は、富津市国保における医療費の約２割を占めています。ジェネリック
医薬品をご利用いただくことで、窓口での自己負担軽減と合わせ、医療保険財政の負担が軽減
され、医療費の削減につながります。また富津市国保では、ジェネリック医薬品に切り替える
ことで、令和4年度は約234万円の医療費削減効果があったと推定されます。
使用にあたっては、お医者さんや薬剤師さんに相談してみましょう。

　交通事故など、第三者からの行為により受傷した場合でも、国保でお医者さんにかかることができます。その際に
は必ず国民健康保険課に連絡し、「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
　医療費は加害者が全額負担するのが原則なので、国保が一時的に立て替え、後で加害者に請求します。
★加害者から直接治療費を受け取ったり、示談をすませたりすると国保が使えなくなりますのでご注意ください。

　災害や失業、事業の休廃止等の特別な理由※により著しく収入が減少したため、医療機関で支払う入院時の一部負
担金を支払うことが困難であると認められる場合は、一部負担金の免除又は徴収猶予を受けられる場合があります。
　既に医療機関へ支払った一部負担金は、これらの適用を受けられません。事前の申請をお願いします。
※特別な理由とは、下記の●❶～●❸などです。
●❶震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
●❷干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
●❸事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

富津市役所 市民部 国民健康保険課 電話0439-80-1271・1254

国保加入状況［令和6年1月1日現在］ 6,222世帯／9,164人

第173号

●被保険者証　●印かん　●事故証明書（後日でも可）届出に必要なもの

※○がついている月：産前産後期間。太枠で囲まれている月：免除期間。

※令和4年4月版の薬価基準により算出 ※令和5年度は10月末時点の数値

　多くの医療機関や薬局においてオンライン資格確認等システムが導入され、マイナンバー
カードを健康保険証として利用できるようになっています。
　また、令和6年12月2日に健康保険証が廃止されます。マイナンバーカードの健康保険証利
用には下記のようなメリットがあることから、利用登録をされていない方は、早めの手続きを
お願いします。

　子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険の被保険者が出産予定ま
たは出産の場合に、世帯主からの届出により産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除され
る制度が創設されました。
●対象者　令和5年11月1日以降に出産予定または出産（※）した国民健康保険の被保険者
※｢出産」とは、妊娠85日以上の分娩のことをいい、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶も含みます。
●届出期間　出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
●免除となる期間
　単胎妊娠の場合：出産（予定）月の前月から4か月間
　多胎妊娠の場合：出産（予定）月の3か月前から6か月間

●届出に必要な書類
　産前産後期間に係る保険税軽減届出書、母子健康手帳、被保険者証、本人確認書類（運転免許証等）並びに被保険者及
び世帯主のマイナンバーが確認できる書類

　なお、令和5年度国民健康保険税に係る免除期間については、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間が対象となります。

●富津市国保加入者の使用割合●自己負担割合3割、糖尿病薬A（1日2回、1年間服用）

　就職、転職、引越しをしても健康保険証としてずっと使え、医療機関や薬局での資格確認が
スムーズになるほか、マイナポータルで医療費・薬剤情報を確認したり、確定申告の医療費控
除を自動入力で簡単に行ったりすることができます。また、本人の同意があれば初めての医療
機関でも今まで使った薬の情報が共有でき、医療の質の向上が期待できます。

◆健康保険証利用のメリット

●すべての薬にジェネリック医薬品があるわけではありません。
●薬代が下がっても、自己負担額が新薬使用のときと変わらない場合もあります。
●お医者さんが使用を認めない場合は切り替えることができません。

●新薬と有効成分が同じなので、同等の効果が得られます。
●開発コストが少ないので、新薬よりも安価です。
●これまでに使われたことのある薬なので、安心して利用できます。

　給与の支払いを受けている国保被保険者が適用期間内に新型コロナウイルス感染症に感染し、
または発熱などの症状があり感染の疑いがあるため、会社などを休み、事業主から給与の支払
いがないなどの一定の要件に該当する場合は、傷病手当金を支給します。
　なお、支給対象となる日ごとにその翌日から2年を経過したときは、時効により申請できな
くなりますのでご注意ください。
※傷病手当金の詳細についてはホームページまたは、国民健康保険課（0439-80-1271・1254）までお問合せくだ
さい。また、申請をする場合は、必要な書類を郵送しますので、必ず事前に国民健康保険課までご連絡ください。

適用期間 令和2年1月1日～令和5年5月7日

マイナンバーカードが健康保険証として利用できますマイナンバーカードが健康保険証として利用できます
ジェネリック医薬品で医療費節約ジェネリック医薬品で医療費節約

傷病手当金について傷病手当金について

産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除されます産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除されます

以下の点にご注意ください
※事前にマイナポータルで利用者登録が必要です。　※国民健康保険の加入、脱退などの届出は引き続き必要です。

注 意

交通事故にあったときは必ず届出をしてください！

入院時の医療費の一部負担金（自己負担金）の免除、徴収猶予について

◆ジェネリック医薬品使用による変更例 ◆ジェネリック医薬品の使用割合

詳しくは、国民健康保険課（0439-80-1271）にご相談ください
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77.07%
78.96%

81.27%

70.00%

75.00%

80.00%



歯及び歯の支持組織の障害
42

呼吸器系の疾患
68

その他
37

眼及び
付属器の疾患

14

皮膚及び
皮下組織の疾患

18

歯及び歯の支持組織の障害
43

精神及び
行動の障害
19

皮膚及び
皮下組織の疾患

19

呼吸器系の疾患
21

尿路性器系
の疾患
11

その他
64

歯及び歯の支持組織の障害
66

呼吸器系の疾患
40

神経系の疾患
28

精神及び行動の障害
49

その他
122

内分泌、栄養
及び代謝疾患
20

皮膚及び
皮下組織の疾患

31

その他
217

歯及び歯の支持組織の障害
116

精神及び行動の障害
85

内分泌、栄養
及び代謝疾患

53

消化器系
の疾患
37

筋骨格系及び
結合組織の疾患
37

呼吸器系
の疾患
48

筋骨格系及び
結合組織の疾患

93

歯及び歯の支持組織の障害
173

内分泌、栄養及び代謝疾患
128

循環器系の疾患
100

その他
399

精神及び
行動の障害
91

内分泌、栄養及び代謝疾患
581

その他
1,157

眼及び
付属器の疾患
329

循環器系の疾患
561

歯及び歯の支持組織の障害
612

筋骨格系及び
結合組織の疾患

444

歯及び歯の支持組織の障害
506

循環器系の疾患
397

その他
1,001

眼及び
付属器の疾患
213

内分泌、栄養及び代謝疾患
499

筋骨格系及び
結合組織の疾患

325

循環器系の疾患
1,101

歯及び歯の支持組織の障害
1,624

内分泌、栄養及び代謝疾患
1,287

眼及び
付属器の疾患
696

その他
3,505

筋骨格系及び
結合組織の疾患

940

※階層別の疾病分類と合計の疾病分類が異なるため、階層別のその他の件数の積み上げと、合計のその他の件数は一致しません。
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上段：疾病分類
下段：件数

　全体として「歯及び歯の支持組織の障害」が多くなってきています。また、50歳以上では「内分泌、栄養及び代謝疾患」が増加しており、
年齢を重ねるに従い生活習慣病が増えています。若いころから生活習慣の改善を意識しましょう。

※国保加入者数は年々減少しています。

みなさんがどんな病気で
お医者さんにかかってい
るか調べてみたよ。疾病
分類別になっているので、
主な病名については、右
の表と照らし合わせて見
てくださいね。

疾　病　分　類 疾　病　分　類
新生物
内分泌、栄養及び代謝疾患
精神及び行動の障害
眼及び付属器の疾患
循環器系の疾患
呼吸器系の疾患
消化器系の疾患

筋骨格系及び結合組織の疾患
尿路性器系の疾患
損傷、中毒及びその他の外因の影響
歯及び歯の支持組織の障害
皮膚及び皮下組織の疾患
感染症及び寄生虫症
神経系の疾患

関節症、神経痛、腰痛症
腎臓の疾患
骨折
虫歯、歯周病
皮膚炎、湿疹
結核、腸管病原性大腸菌感染症
睡眠障害、自律神経系の障害

がん
糖尿病、甲状腺疾患
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
白内障、結膜炎、屈折及び調節の障害
高血圧、脳卒中
ぜんそく、感冒（かぜ）、気管支炎
歯の障害、胃炎及び十二指腸炎、肝疾患

主　な　病　名 主　な　病　名

呼吸器系の疾患
7件（4.0％）

神経系の疾患
13件（7.4％）
尿路性器系の疾患
14件（8.0％）

循環器系の
疾患
16件

（9.2％）

内分泌、栄養及び代謝疾患
2件（1.1％）

精神及び
行動の障害
28件

（16.0％）

新生物
41件

（23.4％）

消化器系の
疾患
18件

 （10.3％）

その他
8件

    （4.6％）感染症及び寄生虫症
3件（1.7％）

入　院
175件

歯及び
歯の支持
組織の障害
1,624件
（18.1％）

筋骨格系
及び結合
組織の疾患
931件
（10.4％）

眼及び
付属器の疾患
692件
（7.7％）

循環器系の疾患
1,085件
（12.1％）

呼吸器系の疾患
585件（6.5％）

消化器系の疾患
514件（5.7％）

神経系の疾患
331件（3.7％）

感染症及び寄生虫症
149件（1.7％）

その他
322件（3.6％）

尿路性器系の疾患
342件（3.8％）
精神及び行動の障害
406件（4.5％）

内分泌、栄養
及び代謝疾患
1,285件
（14.3％）

入院外
8,978件筋骨格系及び結合組織の疾患

9件（5.1％）
損傷、中毒及びその他の外因の影響
12件（6.9％）

眼及び付属器の疾患
4件（2.3％）

損傷、中毒及びその他の外因の影響
154件（1.7％）
新生物
276件（3.1％）
皮膚及び皮下組織の疾患
282件（3.1％）

175件
（1.9%）

1,624件
（17.8％）

7,354件（80.3%） 合計
9,153件

1億1,956万円
（33.0%）

2,418万円
（6.7%）

2億1,866万円
（60.3%）

合計
3億6,240万円

件数別 費用別

入院外

入院外

入院

入院

歯科
歯科

昨年と同じ傾向を示しています。県平均より高い要素に注目してくださいね！

「1件当たりの日数」「1日当
たりの診療費」の2つの要素
から、医療費を分析するこ
とができるんだ。富津市は
どうかな？

県平均 16,008

富津市 16,759

県平均 1.78

富津市 1.82

被保険者令和4年度

※県平均値は速報値を掲載しています。

1件当たりの日数（日）
受診日数÷受診件数
　ある一つの病気やけがの治療のために、
医療機関に通った日数を表しています。

1日当たりの診療費（円）
総診療費÷日数
　医療費の単価を表します。
　この数値が高いほど1回の診療、ある
いは1日の入院でかかる費用が高いとい
うことを意味しています。

日々の生活習慣を見直して健康管理しましょう。

6,977 6,326
（見込値）

令和4年度令和3年度 令和5年度

（人） （円）462,860円
（見込値）

6,655平均世帯数
（世帯）

11,000

9,500

500,000

10,000

10,500

400,000

300,000

国保加入者

被保険者負担分
109,673円
（23.7%）

他法負担分（子ども医療等）
13,010円（2.8%）

保険者負担分
340,177円
（73.5%）

10,037人
433,491円

10,672人

　富津市国保の加入状況から1人当たりの医療費などを調べました。

富津市国民健康保険の医療費を見てみよう富津市国民健康保険の医療費を見てみよう富津市国民健康保険ではどんな病気が多いのか見てみよう富津市国民健康保険ではどんな病気が多いのか見てみよう

富津市国民健康保険の医療費を分析してみよう富津市国民健康保険の医療費を分析してみよう

◆富津市国保の1人当たりの医療費及び加入状況の推移（年度平均）

◆医療費の内訳（令和5年5月診療分）

◆富津市国保の医療費分析（医療費の二要素）

◆疾病分類別件数（令和5年5月診療分）

◆年齢別疾病分類件数（令和5年5月診療分）

お医者さんにかかっ
た件数を「入院」と
「入院外」に分けて、
見てみよう。

医療費は、件数別にみると｢入院外｣の占める割合が非常に大き
くなっています。最近の特徴として1件当たりの医療費が高額
になるケースが増えています。

年齢別では、どんな
病気が多いのかな？

438,248円

1人当たりの
医療費

9,377人
（見込値）

令和5年度の
1人当たりの医療費の内訳


